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よ
つ
て
義
務
制
諸
学
校
と
高
等
学
校
と
大
学
と
の
三
本
建
の
給
与
体
系
に
速
や
か
に
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
確
信
す
る
が

こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
方
針
を
承
り
た
い
。 

現
行
の
教
育
職
員
の
給
与
体
系
は
、
大
学
と
高
等
学
校
以
下
と
の
二
本
建
で
あ
つ
て
高
等
学
校
教
職
員
に
つ
い
て
は
、
き

わ
め
て
不
合
理
で
あ
る
。 

右
質
問
す
る
。 

教
育
職
員
給
与
体
系
の
改
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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